
６．その他

（４）地方自治法上の争訟に関する調　（令和３年４月１日　から　令和５年３月３１日　まで）

　　①　都道府県分

　　　ア　不服申立ての事例

要旨

北海道
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
農地法第3条第1項の規定に基づく農地
の所有権移転の不許可処分の取消しを
求める。

R3.4.26 R3.12.23 処分取消 不許可処分の取消し

却下 0件

棄却 0件

処分取消 1件

行為撤廃 0件

変更命令 0件

岩手県
第206条
第1項

審査請求 知事 退職手当支給制限処分の取消し R4.9.22
審査中
なお、懲戒免職処分に
ついても審査請求中

却下 0件

棄却 0件

処分取消 0件

行為撤廃 0件

変更命令 0件

山形県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法による保護の開始及び変更
決定処分を取り消すとの裁決を求め
る。

R3.7.7 R3.7.29 却下
本件審査請求は不適法
であるから、却下す
る。

山形県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法による保護費不支給処分を
取り消すとの裁決を求める。

R3.7.8 R4.6.9 棄却
本件審査請求には理由
がないので、棄却す
る。

山形県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法第63条適用決定処分を取り
消すとの裁決を求める。

R3.8.12 R4.3.29 却下
本件審査請求は不適法
であるから、却下す
る。

山形県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法による保護変更決定処分を
取り消すとの裁決を求める。

R3.9.15 R4.6.9 棄却
本件審査請求には理由
がないので、棄却す
る。

山形県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
特別児童扶養手当認定請求却下処分を
取り消すとの裁決を求める。

R3.10.15 R4.1.28 棄却
本件審査請求には理由
がないので、棄却す
る。

山形県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法による保護申請却下処分を
取り消すとの裁決を求める。

R4.6.9 R4.11.21 処分取消
本件審査請求には理由
があることから、本件
処分を取り消す。

提訴有り　0件

提訴有り　0件

計 申立て 1件

計 申立て 1件

裁決又は決定の結果
都道府県名 該当条項

申立ての
種類

不服申立先 不服申立ての要旨
申立

年月日
裁決又は

決定年月日
備考提訴の内容



要旨

裁決又は決定の結果
都道府県名 該当条項

申立ての
種類

不服申立先 不服申立ての要旨
申立

年月日
裁決又は

決定年月日
備考提訴の内容

山形県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
特別児童扶養手当の不支給決定処分を
取り消すとの裁決を求める。

R4.7.21 R4.11.21 棄却
本件審査請求には理由
がないので、棄却す
る。

山形県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法による保護変更決定処分を
取り消すとの裁決を求める。

R4.8.26 R4.11.2 却下
本件審査請求は不適法
であるから、却下す
る。

山形県
第206条
第1項

審査請求 知事
退職手当支給制限処分を取り消すとの
裁決を求める。

R5.1.10 取下げ

却下 3件

棄却 4件

処分取消 1件

行為撤廃 0件

変更命令 0件

埼玉県
第206条
第2項

審査請求 知事 退職手当支給制限処分の取消し R4.6.9
審査中
なお、懲戒免職処分に
ついても審査請求中

却下 0件

棄却 0件

処分取消 0件

行為撤廃 0件

変更命令 0件

千葉県
第206条
第2項

処分取消 知事
退職手当の支払差止処分の理由とされ
た事実の評価に誤りがある。

R3.6.25 取下げ

千葉県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法による保護変更決定の取消
しを求める。

R3.4.1 取下げ

千葉県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法による保護変更決定の取消
しを求める。

R3.5.25 R4.8.4 却下 処分性なし。

千葉県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
児童手当の支給事由消滅処分の取消し
を求める。

R3.5.31 審査中

千葉県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法による費用返還決定の取消
しを求める。

R3.6.24 審査中

千葉県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
特別児童扶養手当の認定請求却下処分
の取消しを求める。

R3.7.6 審査中

千葉県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法による保護変更決定の取消
しを求める。

R3.7.14 審査中

千葉県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法による費用返還決定の取消
しを求める。

R3.7.28 審査中

千葉県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法による保護変更決定の取消
しを求める。

R3.8.4 R4.8.4 却下 処分性なし。

提訴有り　0件

提訴有り　0件

計 申立て 1件

計 申立て 9件



要旨

裁決又は決定の結果
都道府県名 該当条項

申立ての
種類

不服申立先 不服申立ての要旨
申立

年月日
裁決又は

決定年月日
備考提訴の内容

千葉県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
特別児童扶養手当の受給資格喪失処分
の取消しを求める。

R3.8.7 審査中

千葉県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法による費用返還決定の取消
しを求める。

R3.8.31 R4.3.18 却下

処分が取り消されたた
め、取消しを求める対
象を欠くこととなっ
た。

千葉県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法による費用返還決定の取消
しを求める。

R3.10.19 審査中

千葉県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法による保護変更決定及び保
護停止決定の取消しを求める。

R3.11.19 審査中

千葉県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
特別児童扶養手当の受給資格喪失処分
の取消しを求める。

R3.11.21 審査中

千葉県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護申請却下処分の取消しを求め
る。

R3.12.7 審査中

千葉県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法による費用返還決定の取消
しを求める。

R4.1.15 審査中

千葉県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
児童手当の支給事由消滅処分の取消し
を求める。

R4.1.30 R5.3.24 処分取消
理由提示として不十分
である。

千葉県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
精神保健法による措置入院の取消しを
求める。

R4.2.16 取下げ

千葉県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
精神保健法による措置入院の取消しを
求める。

R4.2.22 R4.11.8 却下
処分が解除されたた
め、処分の効力が失わ
れることとなった。

千葉県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法による保護停止決定の取消
しを求める。

R4.4.14 審査中

千葉県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法による費用徴収決定に係る
差押処分の取消しを求める。

R4.4.22 審査中

千葉県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法による費用徴収決定の取消
しを求める。

R4.6.6 審査中

千葉県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法による保護変更決定の取消
しを求める。

R4.6.13 審査中

千葉県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
特別児童扶養手当の受給資格喪失処分
の取消しを求める。

R4.6.26 審査中

千葉県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
精神保健法による措置入院の取消しを
求める。

R4.7.15 審査中

千葉県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法による費用返還決定の取消
しを求める。

R4.8.5 審査中

千葉県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
児童手当の支給事由消滅処分の取消し
を求める。

R4.8.17 審査中

千葉県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法による一時扶助決定の取消
しを求める。

R4.9.10 取下げ



要旨

裁決又は決定の結果
都道府県名 該当条項

申立ての
種類

不服申立先 不服申立ての要旨
申立

年月日
裁決又は

決定年月日
備考提訴の内容

千葉県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
児童手当の支給事由消滅処分の取消し
を求める。

R4.9.12 審査中

千葉県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
児童扶養手当の支給停止処分の取消し
を求める。

R4.10.29 審査中

千葉県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
児童手当の支給事由消滅処分の取消し
を求める。

R4.12.1 審査中

千葉県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法による一時扶助決定の取消
しを求める。

R5.2.16 審査中

千葉県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
特別児童扶養手当の認定請求却下処分
の取消しを求める。

R5.2.24 審査中

却下 4件

棄却 0件

処分取消 1件

行為撤廃 0件

変更命令 0件

東京都
第231条の3

第5項
審査請求 知事 督促処分（給与返納金）に対する不服 R3.4.22 R4.6.15 棄却

請求人の主張に理由が
ない、その他違法・不
当な点はない。

東京都
第231条の3

第5項
審査請求 知事 督促処分（給与戻入金）に対する不服 R3.12.20 取下げ

東京都
第206条
第1項

審査請求 知事 退職手当支給制限処分に対する不服 R4.3.9 審査中

東京都
第231条の3

第5項
審査請求 知事 督促処分（下水道料金）に対する不服 R4.3.25 R5.3.17 棄却

請求人の主張に理由が
ない、その他違法・不
当な点はない。

東京都
第229条
第1項

審査請求 知事 下水道料金納入通知に対する不服 R4.6.22 取下げ

東京都
第231条の3

第5項
審査請求 知事 督促処分（給与戻入金）に対する不服 R4.8.5 取下げ

東京都
第229条
第1項

審査請求 知事 下水道料金納入通知に対する不服 R4.9.26 取下げ

東京都
第206条
第1項

審査請求 知事 退職手当支払差止処分に対する不服 R4.10.27 審査中

東京都
第206条
第1項

審査請求 知事 退職手当支給制限処分に対する不服 R5.1.10 審査中

却下 0件

棄却 2件

処分取消 0件

行為撤廃 0件

変更命令 0件

提訴有り　0件

提訴有り　0件

計 申立て 9件

計 申立て 33件



要旨

裁決又は決定の結果
都道府県名 該当条項

申立ての
種類

不服申立先 不服申立ての要旨
申立

年月日
裁決又は

決定年月日
備考提訴の内容

神奈川県
第206条
第2項

審査請求 知事
警察本部長が行った、退職手当の全部
を支給しないこととする処分の取消し
を求める

R3.12.10 R4.7.12 棄却
処分は適法かつ妥当なもの
であり、審査請求人の主張
には何ら理由がない。

却下 0件
棄却 1件

処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

新潟県
第231条の3

第5項
審査請求 知事

令和３年度漁港設備使用料の納入通知
に対する不服

R3.8.22 審査中

新潟県
第231条の3

第5項
審査請求 知事

令和３年度漁港設備使用料の督促処分
に対する不服

R4.6.24 審査中

新潟県
第231条の3

第5項
審査請求 知事

令和４年度漁港設備使用料の納入通知
に対する不服

R4.6.23 審査中

新潟県
第231条の3

第5項
審査請求 知事

令和４年度漁港設備使用料の督促処分
に対する不服

R4.6.25 審査中

却下 0件
棄却 0件

処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

石川県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法第６３条による費用返還額
決定処分に対する不服

R4.2.24 R5.3.20 処分取消
審査請求に係る処分を
取り消す。

却下 0件
棄却 0件

処分取消 1件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

福井県
第206条
第1項

審査請求 知事 退職手当支給制限処分に対する不服 R4.10.5 審査中

却下 0件
棄却 0件

処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

山梨県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
北杜市農業委員会がおこなった農地法
第3条第1項の規定による許可処分の取
り消しを求める

R4.10.31 審査中

却下 0件
棄却 0件

処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

提訴有り　0件

提訴有り　0件

計 申立て 1件

提訴有り　0件

計 申立て 1件

提訴有り　0件

計 申立て 1件

提訴有り　0件

計 申立て 4件

計 申立て 1件



要旨

裁決又は決定の結果
都道府県名 該当条項

申立ての
種類

不服申立先 不服申立ての要旨
申立

年月日
裁決又は

決定年月日
備考提訴の内容

長野県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
農地法第3条による賃借権設定の不許
可処分にあたり、根拠とした同第2項
第1号及び第4号に本件は該当しない。

R4.2.28 審査中

長野県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
農地法第3条による賃借権設定の不許
可処分にあたり、隣接の自己所有地と
扱いに差異があるのは誤りである。

R4.4.26 R4.9.14 処分取消

不許可理由の面的利
用、特定品目生産地域
に該当せず不許可の理
由がない。

長野県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
農地法第3条による地上権設定の不許
可処分にあたり、隣接の自己所有地と
扱いに差異があるのは誤りである。

R4.4.26 R4.9.14 処分取消

不許可理由の面的利
用、特定品目生産地域
に該当せず不許可の理
由がない。

却下 0件
棄却 0件

処分取消 2件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

岐阜県
第206条
第1項

審査請求 知事 退職手当不支給処分 R3.5.18 R4.11.22 棄却
本件処分に違法又は不当な
点はなく、本件審査請求に
は理由がない。

R5.1.11 出訴
（岐阜地方裁判
所係属中）

岐阜県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
児童手当法に基づく児童手当・特例給
付認定処分

R4.1.6 R5.1.26 棄却
本件処分に違法又は不当な
点はなく、本件審査請求に
は理由がない。

岐阜県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
予防接種健康被害救済給付の不支給処
分

R4.9.22 R5.3.27 棄却
本件処分に違法又は不当な
点はなく、本件審査請求に
は理由がない。

却下 0件

棄却 3件

処分取消 0件

行為撤廃 0件

変更命令 0件

静岡県
第206条
第2項

審査請求 知事
退職手当支給制限処分の取り消しを求
める。

R4.1.6 R4.10.31 棄却
審査請求に理由がない
ことから請求を棄却す
る。

却下 0件

棄却 1件

処分取消 0件

行為撤廃 0件

変更命令 0件

提訴有り　0件

提訴有り　1件

計 申立て 1件

提訴有り　0件

計 申立て 3件

計 申立て 3件



要旨

裁決又は決定の結果
都道府県名 該当条項

申立ての
種類

不服申立先 不服申立ての要旨
申立

年月日
裁決又は

決定年月日
備考提訴の内容

滋賀県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
児童手当特例給付支給事由消滅処分の
取消し

R4.8.24 審査中

滋賀県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 児童手当支給事由消滅処分の取消し R4.12.15 審査中

却下 0件

棄却 0件

処分取消 0件

行為撤廃 0件

変更命令 0件

大阪府
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 児童手当の受給事由消滅処分の取消し R3.4.14 審査中

大阪府
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 児童手当の受給事由消滅処分の取消し R3.6.17 取下げ

大阪府
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 児童手当の受給事由消滅処分の取消し R3.7.29 審査中

大阪府
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 児童手当の受給事由消滅処分の取消し R3.10.18 R4.12.28 却下
期間内に不備を補正し
ない審査請求である。

大阪府
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 児童手当の受給事由消滅処分の取消し R4.4.6 審査中

大阪府
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 児童手当の認定請求却下処分の取消し R4.8.8 審査中

大阪府
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
マイナンバーカードの再交付に手数料
が必要なこと等について

R4.9.26 審査中

大阪府
第238条の7

第1項
審査請求 知事

港湾施設使用不許可処分（荷さばき
地）に対する不服

R5.1.22 審査中

大阪府
第238条の7

第2項
審査請求 知事

港湾施設使用不許可処分（荷さばき
地）に対する不服

R5.2.22 審査中

大阪府
第238条の7

第3項
審査請求 知事

港湾施設使用不許可処分（荷さばき
地）に対する不服

R5.3.25 審査中

却下 1件

棄却 0件

処分取消 0件

行為撤廃 0件

変更命令 0件

提訴有り　0件

提訴有り　0件

計 申立て 10件

計 申立て 2件



要旨

裁決又は決定の結果
都道府県名 該当条項

申立ての
種類

不服申立先 不服申立ての要旨
申立

年月日
裁決又は

決定年月日
備考提訴の内容

和歌山県
第206条
第2項

審査請求 知事
退職手当支給制限処分を取り消すとの
裁決を求める。

R4.12.13 審査中

却下 0件

棄却 0件

処分取消 0件

行為撤廃 0件

変更命令 0件

島根県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
個人番号カードの性別表記の削除を求
める。

R3.8.10 R4.12.9 却下
上級行政庁ではない審査庁
に対して変更を求める審査
請求であり不適法。

島根県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
児童手当認定通知書のうち支給開始年
月に関する部分の変更を求める。

R4.2.8 R5.1.23 却下
審査庁は、処分庁の上級行
政庁に当たらず、変更の裁
決を求める請求は不適法。

島根県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 一時保護処分の取消しを求める。 R4.12.18 審査中

島根県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 一時保護処分の取消しを求める。 R5.2.7 取下げ

却下 2件

棄却 0件

処分取消 0件

行為撤廃 0件

変更命令 0件

広島県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
特別児童扶養手当資格喪失処分の取消
しを求める。

R3.4.4 取下げ

広島県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
特別児童扶養手当資格喪失処分の取消
しを求める。

R3.4.8 R4.9.7 処分取消
本件処分は、違法な処
分であったため。

広島県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
特別児童扶養手当認定請求却下処分の
取消しを求める。

R3.4.26 R4.2.25 処分取消
本件処分は、違法な処
分であったため。

広島県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
特別児童扶養手当資格喪失処分の取消
しを求める。

R3.5.21 審査中

広島県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
障害支援区分認定処分の取消しを求め
る。

R3.6.10 取下げ

広島県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
障害支援区分認定処分の取消しを求め
る。

R3.6.10 R5.3.7 処分取消
本件処分は、違法又は不当
なものであったと認めざる
を得ないため。

広島県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
特別児童扶養手当有期再認定請求却下
処分の取消しを求める。

R3.6.30 審査中

提訴有り　0件

提訴有り　0件

計 申立て 4件

計 申立て 1件



要旨

裁決又は決定の結果
都道府県名 該当条項

申立ての
種類

不服申立先 不服申立ての要旨
申立

年月日
裁決又は

決定年月日
備考提訴の内容

広島県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
特別児童扶養手当有期再認定請求却下
処分の取消しを求める。

R3.7.20 取下げ

広島県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
被爆者健康手帳申請に係る却下処分の
取消

R3.7.24 審査中

広島県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
特別児童扶養手当認定請求却下処分の
取消しを求める。

R3.8.5 取下げ

広島県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
障害児福祉手当認定請求却下処分の取
消しを求める。

R3.8.5 取下げ

広島県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
被爆者健康手帳申請に係る却下処分の
取消

R3.8.12 取下げ

広島県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
特別児童扶養手当認定請求却下処分の
取消しを求める。

R3.8.15 審査中

広島県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
被爆者健康手帳申請に係る却下処分の
取消

R3.8.28 取下げ

広島県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
特別児童扶養手当資格喪失処分の取消
しを求める。

R3.9.19 R5.2.10 処分取消
本件処分は、違法な処
分であったため。

広島県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
被爆者健康手帳申請に係る却下処分の
取消

R3.9.27 審査中

広島県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
特別児童扶養手当認定請求却下処分の
取消しを求める。

R3.9.30 R4.9.27 棄却

本件処分が，取り消される
べき違法又は不当なもので
あったとまでは認められな
いため。

広島県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
特別児童扶養手当有期再認定請求却下
処分の取消しを求める。

R3.11.5 審査中

広島県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
特別児童扶養手当有期再認定請求却下
処分の取消しを求める。

R3.12.9 R4.9.6 棄却

本件処分に違法又は不当な
点はなく，本件処分は，適
正に行われたものと認めら
れるため。

広島県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
特別児童扶養手当有期再認定請求却下
処分の取消しを求める。

R3.12.29 審査中

広島県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
特別児童扶養手当有期再認定請求却下
処分の取消しを求める。

R4.4.15 審査中

広島県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
児童手当支給事由消滅処分の取り消し
を求める。

R4.5.5 審査中

広島県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
児童扶養手当の資格喪失処分の取り消
しを求める。

R4.5.20 審査中



要旨

裁決又は決定の結果
都道府県名 該当条項

申立ての
種類

不服申立先 不服申立ての要旨
申立

年月日
裁決又は

決定年月日
備考提訴の内容

広島県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
児童扶養手当支給停止処分の取り消し
を求める。

R4.6.16 取下げ

広島県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
緊急事態宣言に係る営業時短命令違反
による過料決定の取り消しを求める。

R4.8.4 R4.10.12 却下
不備の補正命令に対
し、期限内に補正を行
わなかった。

広島県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
児童手当支給事由消滅処分の取り消し
を求める。

R4.9.8 R5.5.15 処分取消
消滅処分について，処
分庁からの通知が不適
切であった。

広島県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
特別児童扶養手当資格喪失処分の取消
しを求める。

R4.9.17 審査中

広島県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
児童手当支給事由消滅処分の取り消し
を求める。

R4.11.9 審査中

広島県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
特別児童扶養手当有期再認定請求却下
処分の取消しを求める。

R4.12.28 審査中

却下 1件

棄却 2件

処分取消 5件

行為撤廃 0件

変更命令 0件

愛媛県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
特別障害者手当の認定請求却下の取消
し

R4.2.2 審査中

却下 0件

棄却 0件

処分取消 0件

行為撤廃 0件

変更命令 0件

福岡県
第206条
第1項

審査請求 知事 退職手当支給制限処分の取消 R5.2.8 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
特別児童扶養手当の資格喪失処分の取
消

R4.10.13 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 児童手当（特例給付）認定処分の取消 R4.10.4 取下げ

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
特別児童扶養手当の資格喪失処分の取
消

R4.9.30 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 特別児童扶養手当の額改定処分の取消 R4.9.23 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
児童扶養手当（一部）支給停止処分の
取消

R4.10.27 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 児童手当の支給事由消滅処分の取消 R5.1.6 審査中

提訴有り　0件

提訴有り　0件

計 申立て 1件

計 申立て 29件



要旨

裁決又は決定の結果
都道府県名 該当条項

申立ての
種類

不服申立先 不服申立ての要旨
申立

年月日
裁決又は

決定年月日
備考提訴の内容

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 公文書非開示決定通知処分の取消 R3.4.7 取下げ

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 児童福祉施設入所措置処分の取消 R3.12.24
R4.3.1執行停止申立て
R4.5.2執行停止しない
ことを決定し、通知

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 一時保護処分の取消 R3.12.28 R4.5.26 却下
審査請求人が本件処分の取
消しを求める法律上の利益
は失われたため。

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 一時保護処分の取消 R4.11.23 R5.3.28 却下
審査請求人が本件処分の取
消しを求める法律上の利益
は失われたため。

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 一時保護処分の取消 R5.1.17 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 一時保護処分の取消 R5.1.17 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護変更決定処分に対する不服 R3.4.6 R3.4.21 取下げ

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法78条費用徴収決定処分に対
する不服

R3.4.15 R5.3.30 処分取消
原処分は違法又は不当
なもの

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護変更決定処分に対する不服 R3.4.16 R4.6.7 棄却
原処分は適法かつ正当
なもの

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法77条費用徴収決定処分に対
する不服

R3.4.19 R3.9.21 却下
審査請求は不適法なも
の

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護申請却下処分に対する不服 R3.5.7 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護変更決定処分に対する不服 R3.5.17 R5.3.23 処分取消
原処分は違法又は不当
なもの

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法78条費用徴収決定処分に対
する不服

R3.5.18 R4.2.14 却下
審査請求は不適法なも
の

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法63条費用変換決定処分に対
する不服

R3.5.26 R5.3.20 棄却
原処分は適法かつ正当
なもの

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法63条費用変換決定処分に対
する不服

R3.5.27 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護変更決定処分に対する不服 R3.5.28 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護廃止決定処分に対する不服 R3.6.9 R5.2.6 棄却
原処分は適法かつ正当
なもの

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法78条費用徴収決定処分に対
する不服

R3.6.21 R5.5.8 処分取消
原処分は違法又は不当
なもの

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護変更決定処分に対する不服 R3.6.24 R3.6.25 取下げ



要旨

裁決又は決定の結果
都道府県名 該当条項

申立ての
種類

不服申立先 不服申立ての要旨
申立

年月日
裁決又は

決定年月日
備考提訴の内容

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護変更決定処分に対する不服 R3.7.9 R5.3.22 処分取消
原処分は違法又は不当
なもの

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法63条費用変換決定処分に対
する不服

R3.7.9 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法78条費用徴収決定処分に対
する不服

R3.7.12 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
自動車の売却及び売却代金の返還決定
処分に対する不服

R3.7.13 R4.5.20 却下
審査請求は不適法なも
の

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法78条費用徴収決定処分に対
する不服

R3.7.12 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護申請却下処分に対する不服 R3.7.16 R3.9.7 取下げ

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護変更決定処分に対する不服 R3.8.2 R4.3.22 却下
審査請求は不適法なも
の

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護開始決定処分に対する不服 R3.7.19 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護変更決定処分に対する不服 R3.7.26 取下げ

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護変更決定処分に対する不服 R3.7.28
審査請求人死亡により
手続き終了

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護変更決定処分に対する不服 R3.8.4
審査請求人死亡により
手続き終了

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法63条費用変換決定処分に対
する不服

R3.8.5 取下げ

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法63条費用変換決定処分に対
する不服

R3.8.11 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法63条費用変換決定処分に対
する不服

R3.9.1 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法63条費用変換決定処分に対
する不服

R3.9.30 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 生活保護費不支給処分に対する不服 R3.10.28 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護変更決定処分に対する不服 R3.11.1 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護開始決定処分に対する不服 R3.11.1 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護開始決定処分に対する不服 R3.11.25 R4.3.29 却下
審査請求は不適法なも
の

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護申請却下処分に対する不服 R3.12.9 審査中



要旨

裁決又は決定の結果
都道府県名 該当条項

申立ての
種類

不服申立先 不服申立ての要旨
申立

年月日
裁決又は

決定年月日
備考提訴の内容

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法62条3項に基づく生活保護
停止処分に対する不服

R4.1.28 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法63条費用変換決定処分に対
する不服

R4.1.31 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護変更決定処分に対する不服 R4.2.2 R5.4.18 取下げ

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 処分特定不可 R4.2.2 R4.6.7 却下

審査請求の処分が特定でき
なかったため、補正を依頼
したが期限までに回答がな
かったため却下したもの

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護変更決定処分に対する不服 R4.2.3 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法77条の2に基づく費用徴収
決定により却下処分

R4.2.14 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法78条費用徴収決定処分に対
する不服

R4.3.2 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法63条費用変換決定処分に対
する不服

R4.3.14 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法63条費用変換決定処分に対
する不服

R4.3.14 R4.6.29 却下
審査請求は不適法なも
の

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護変更決定処分に対する不服 R4.4.8 R4.10.31 却下
審査請求は不適法なも
の

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法63条費用変換決定処分に対
する不服

R4.5.6 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護変更決定処分に対する不服 R4.5.19 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法63条費用変換決定処分に対
する不服

R4.5.27 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
損害賠償による収入認定処分に対する
不服

R4.6.3 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法63条費用変換決定処分に対
する不服

R4.7.4 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護廃止決定処分に対する不服 R4.7.7 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護変更決定処分に対する不服 R4.7.7 R5.1.4 却下
審査請求は不適法なも
の

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活福祉資金の借受けに係る事前承認
に対する不服

R4.8.8 R4.8.12 取下げ



要旨

裁決又は決定の結果
都道府県名 該当条項

申立ての
種類

不服申立先 不服申立ての要旨
申立

年月日
裁決又は

決定年月日
備考提訴の内容

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護申請に係る取下げについて R4.8.16 R4.10.20 却下
審査請求は不適法なも
の

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護開始決定処分に対する不服 R4.8.22 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護開始決定処分に対する不服 R4.9.12 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護変更決定処分に対する不服 R4.9.20 R5.3.24 却下

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護変更決定処分に対する不服 R4.9.30 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護費返還決定処分に対する不服 R4.10.6 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
保護費返還・徴収決定処分に対する不
服

R4.10.6 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護変更決定処分に対する不服 R4.10.11 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護変更決定処分に対する不服 R4.10.14 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法63条費用変換決定処分に対
する不服

R4.10.20 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護変更決定処分に対する不服 R4.10.21 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護変更決定処分に対する不服 R4.10.31 R4.12.13 取下げ

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護廃止決定処分に対する不服 R4.11.9 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護費決定処分に対する不服 R4.12.12 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法78条費用徴収決定処分に対
する不服

R4.12.15 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法63条費用変換決定処分に対
する不服

R4.12.26 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法63条費用変換決定処分に対
する不服

R5.1.4 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護変更決定処分に対する不服 R5.1.4 R5.2.27 取下げ

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護変更決定処分に対する不服 R5.1.4 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法63条費用変換決定処分に対
する不服

R5.1.10 R5.4.28 却下



要旨

裁決又は決定の結果
都道府県名 該当条項

申立ての
種類

不服申立先 不服申立ての要旨
申立

年月日
裁決又は

決定年月日
備考提訴の内容

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護変更決定処分に対する不服 R5.1.11 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
保護申請却下処分（あん摩・マッサー
ジ）に対する不服

R5.1.18 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護変更決定処分に対する不服 R5.1.20 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法78条費用徴収決定処分に対
する不服

R5.2.3 審査中

福岡県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法78条費用徴収決定処分に対
する不服

R5.3.24 審査中

却下 14件

棄却 3件

処分取消 4件

行為撤廃 0件

変更命令 0件

長崎県
第206条
第2項

審査請求 知事
教育委員会が行った一般の退職手当等
の全部を支給しないこととする処分の
取消しを求める。

R3.12.23 R5.6.9 棄却

本件処分は条例等の規定に
従い適切に決定されてお
り、本件審査請求には理由
がない。

長崎県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
原子爆弾被爆者に対する援護に関する
法律に基づく医療特別手当の不認定の
取消し

R3.6.30 取下げ

長崎県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
原子爆弾被爆者に対する援護に関する
法律に基づく医療特別手当の不認定の
取消し

R4.6.17 R5.3.27 棄却
処分が違法又は不当なもの
であるとは認められず、審
査請求は理由がない。

長崎県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
被爆者健康手帳交付申請却下処分の取
消し

R3.9.8 R4.3.18 棄却

本件処分について、違法又
は不当な点は認められず、
本件審査請求には理由がな
い。

長崎県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
被爆者健康手帳交付申請却下処分の取
消し

R3.10.29 R4.2.14 棄却

本件処分について、違法又
は不当な点は認められず、
本件審査請求には理由がな
い。

R4.2.28 再審査請求
R4.12.14 棄却

長崎県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
被爆者健康手帳交付申請却下処分の取
消し

R4.3.1 R5.1.4 棄却

本件処分について、違法又
は不当な点は認められず、
本件審査請求には理由がな
い。

長崎県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
被爆者健康手帳交付申請却下処分の取
消し

R4.5.2 R5.1.10 棄却

本件処分について、違法又
は不当な点は認められず、
本件審査請求には理由がな
い。

提訴有り　0件計 申立て 89件



要旨

裁決又は決定の結果
都道府県名 該当条項

申立ての
種類

不服申立先 不服申立ての要旨
申立

年月日
裁決又は

決定年月日
備考提訴の内容

長崎県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
被爆者健康手帳交付申請却下処分の取
消し

R4.6.24 R5.3.29 棄却

本件処分について、違法又
は不当な点は認められず、
本件審査請求には理由がな
い。

長崎県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
被爆者健康手帳交付申請却下処分の取
消し

R4.7.14 R5.3.31 棄却

本件処分について、違法又
は不当な点は認められず、
本件審査請求には理由がな
い。

長崎県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
被爆者健康手帳交付申請却下処分の取
消し

R4.10.4 R4.12.23 棄却

本件処分について、違法又
は不当な点は認められず、
本件審査請求には理由がな
い。

長崎県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法第78条に基づく費用徴収処
分の取消し

R4.11.22 審査中

却下 0件

棄却 9件

処分取消 0件

行為撤廃 0件

変更命令 0件

熊本県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護変更決定処分の取消しを求め
る。

R3.6.19 取下げ

熊本県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護費用返還決定処分の取消しを
求める。

R3.9.13 R4.9.2 棄却
本件審査請求に理由が
ない。

熊本県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護費用返還決定処分の取消しを
求める。

R3.11.25 R4.11.29 棄却
本件審査請求に理由が
ない。

熊本県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護停止決定処分の取消しを求め
る。

R3.11.25 R4.11.29 棄却
本件審査請求に理由が
ない。

熊本県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 換地処分の取消しを求める。 R3.12.21 R5.3.31 棄却
本件審査請求に理由が
ない。

熊本県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護廃止決定処分の取消しを求め
る。

R4.2.25 R5.3.13 棄却
本件審査請求に理由が
ない。

熊本県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護変更決定処分の取消しを求め
る。

R4.4.1 取下げ

熊本県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 措置入院処分の取消しを求める。 R4.5.31 R4.8.10 却下
法律上の利益は既に失われ
ており本件審査請求は不適
法である。

熊本県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 措置入院処分の取消しを求める。 R4.6.30 R4.7.29 却下
法律上の利益はないため本
件審査請求は不適法であ
る。

熊本県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 措置入院処分の取消しを求める。 R4.6.30 R4.9.13 却下
法律上の利益は既に失われ
ており本件審査請求は不適
法である。

提訴有り　0件計 申立て 11件



要旨

裁決又は決定の結果
都道府県名 該当条項

申立ての
種類

不服申立先 不服申立ての要旨
申立

年月日
裁決又は

決定年月日
備考提訴の内容

熊本県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 措置入院処分の取消しを求める。 R4.8.3 R4.9.27 却下
法律上の利益は既に失われ
ており本件審査請求は不適
法である。

熊本県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 措置入院処分の取消しを求める。 R4.8.10 取下げ

熊本県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護費用返還決定処分の取消しを
求める。

R4.8.13 取下げ

熊本県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護費用返還決定処分の取消しを
求める。

R4.9.26 審査中

熊本県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
児童手当額改定処分の取消しを求め
る。

R4.11.29 審査中

熊本県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
児童扶養手当支給差止処分の取消しを
求める。

R5.2.10 審査中

熊本県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 措置入院処分の取消しを求める。 R5.3.9 審査中

熊本県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法に基づく指示の取消しを求
める。

R5.3.23 R5.4.28 却下
本件審査請求は不適法
である。

却下 5件
棄却 5件

処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

大分県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
児童扶養手当の不支給及び過払分返還
命令処分の取消しを求めるもの

R4.4.1

大分県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
児童扶養手当認定却下処分の取消しを
求めるもの

R4.10.24

大分県
第255条の2

第2項
再審査請求 知事

生活保護法第７７条の２の規定に基づ
く徴収金決定処分の取消し

R4.7.11

却下 0件
棄却 0件

処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

提訴有り　0件

提訴有り　0件

計 申立て 3件

計 申立て 18件



要旨

裁決又は決定の結果
都道府県名 該当条項

申立ての
種類

不服申立先 不服申立ての要旨
申立

年月日
裁決又は

決定年月日
備考提訴の内容

宮崎県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 生活保護費返還処分に対する不服 R3.5.6 R4.4.22 処分取消

処分庁は、請求人の資産や
収入の状況、生活実態など
検討すべき諸事情について
の調査を尽くしておらず、
また、本件処分に至る判断
の過程において考慮すべき
事情を考慮しないことによ
り、その裁量権の範囲を逸
脱しており違法である。

宮崎県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護申請却下に対する不服 R3.5.28 取下げ

宮崎県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 生活保護費返還処分に対する不服 R3.6.11 審査中

宮崎県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 生活保護費返還処分に対する不服 R3.7.5 取下げ

宮崎県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 生活保護廃止決定処分に対する不服 R3.10.28 取下げ

宮崎県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護申請却下に対する不服 R3.11.24 R4.12.12 処分取消

処分庁の発出した保護申請
却下通知書は、却下の理由
付記が不十分であり、違法
な処分であるので、処分の
取消しを免れない。

宮崎県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護変更申請却下に対する不服 R4.3.7 審査中

宮崎県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護変更申請却下に対する不服 R4.4.5 R4.5.17 却下
当事者適格を有しない者の
請求であり不適法である。

宮崎県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 生活保護指導指示違反に対する不服 R4.4.12 R4.6.24 却下
審査請求書の補正命令に従
わないため不適法である。

宮崎県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 生活保護費返還処分に対する不服 R4.5.9 R4.7.5 却下
法定の審査請求期間経過後
に行われた不適法なもので
ある。

宮崎県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護変更申請却下に対する不服 R4.7.25 R4.9.29 却下
法定の審査請求期間経過後
に行われた不適法なもので
ある。

宮崎県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護変更申請却下に対する不服 R4.7.25 R4.9.29 却下
法定の審査請求期間経過後
に行われた不適法なもので
ある。

宮崎県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 保護変更申請却下に対する不服 R4.7.25 R4.9.29 却下
法定の審査請求期間経過後
に行われた不適法なもので
ある。

宮崎県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事 生活保護費返還処分に対する不服 R4.12.30 審査中



要旨

裁決又は決定の結果
都道府県名 該当条項

申立ての
種類

不服申立先 不服申立ての要旨
申立

年月日
裁決又は

決定年月日
備考提訴の内容

宮崎県
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
児童手当法第７条第１項等に基づく特
例給付認定処分に対する不服

R3.10.19 R4.11.11 棄却
本件処分には違法又は不当
な点はなく、本件請求には
理由がない。

却下 6件
棄却 1件

処分取消 2件
行為撤廃 0件
変更命令 0件
却下 36件
棄却 31件

処分取消 17件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

　　イ　審決の申請の事例　　＜該当なし＞

提訴有り　0件計 申立て 15件

合計 申立て 提訴有り　1件252件



　　②　市区町村分

　　　ア　不服申立ての事例

要旨

北海道 札幌市
第206条
第1項

審査請求 市長
退職手当支給制限処分の取消
しを求める。

R4.8.23 審査中

北海道 恵庭市
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護法に基づく生活保護
変更処分に対する不服

R4.4.5 R4.12.1 棄却

処分庁は、原処分を適法
かつ正当に実施。請求人
の主張に理由なく、採用
できない。

却下 0件
棄却 1件
処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

青森県 青森市
第238条の7

第1項
審査請求 市長

行政財産使用許可申請に対す
る不許可の理由も示されず、
行政手続条例に反し違法不当
であることから処分の取消し
を求める。

R4.10.28 審査中

却下 0件
棄却 0件
処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

福島県 福島市
第229条
第1項

審査請求 市長
保育施設利用料の賦課に対し
ての不服

R4.9.27 審査中

福島県 福島市
第231条の3

第5項
審査請求 市長

原処分が係争中の案件におけ
る滞納処分は無効である。

R5.2.1 審査中

却下 0件
棄却 0件
処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

茨城県 笠間市
第229条
第1項

審査請求 市長
下水道使用料を請求した処分
の取り消しを求める。

R5.3.13 審査中

茨城県 守谷市
第231条の3

第5項
審査請求 市長

市が行った差押処分は憲法に
違反している。

R5.3.1 R5.7.27 棄却

本件は関係法令等の規定
に従って適正に行われた
処分であり、違法性はな
い。

却下 0件
棄却 1件
処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

計

提訴の内容 備考
申  立
年月日

裁 決 又 は
決 定 年 月
日

裁決又は決定の結果

提訴有り  0件

都道府県名 市区町村名 該当条項 申立ての種類 不服申立先 不服申立ての要旨

2団体 申立て 2件

計 2団体 申立て 2件

計 1団体 申立て 1件

提訴有り  0件

提訴有り  0件

提訴有り  0件計 2団体 申立て 2件



要旨
提訴の内容 備考

申  立
年月日

裁 決 又 は
決 定 年 月
日

裁決又は決定の結果
都道府県名 市区町村名 該当条項 申立ての種類 不服申立先 不服申立ての要旨

栃木県 那珂川町
第229条
第1項

審査請求 町長

那珂川町ケーブルテレビ施設
基本利用料等減免申請に対す
る減免事由非該当決定処分に
係る審査請求

R3.7.26 R4.3.7 棄却
本件処分に違法性又は不
当性は認められない。

却下 0件
棄却 1件
処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

群馬県 伊勢崎市
第206条
第1項

審査請求 市長
退職手当支給制限処分の取り
消し

R4.12.16 審査中

群馬県 草津町
第231条の3

第5項
審査請求 町長

差押えに対する処分の取り消
し。

R5.1.10 R5.2.27 棄却
本件処分に違法又は不当
な点は認められない。

却下 0件
棄却 1件
処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

埼玉県 春日部市
第255条の2
第1項第2号

審査請求 市長

令和３年３月５日で受けで
行った生活保護費の支給額の
不足について、説明がないこ
とについて

R3.5.21 R3.9.14 却下
埼玉県に審査請求するべ
きところ、春日部市長あ
てに審査請求を行った。

埼玉県 春日部市
第255条の2
第1項第2号

審査請求 市長
令和４年３月１６日付の保護
変更決定処分に対する不服及
び取消しを求める

R4.4.19 R4.6.20 却下

埼玉県に審査請求するべき
ところ、春日部市長あてに
審査請求を行い、埼玉県か
ら修正依頼するも相手方か
らの返答がなかった。

埼玉県 蕨市
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護費の徴収額の決定処
分を取り消す。

R4.3.24 R5.1.10 棄却
原処分に違法又は不当な
点はなく、審査請求には
理由がない

埼玉県 蕨市
第255条の2
第1項第2号

再審査請求 知事
生活保護費の徴収額の決定処
分を取り消す。審査請求の裁
決を取り消す。

R5.2.7 審査中

却下 2件
棄却 1件
処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

千葉県 千葉市
第229条
第1項

審査請求 市長
下水道使用料の額の変更を求
めるもの（令和４年２～４月
分）

R4.7.25 審査中

千葉県 千葉市
第229条
第1項

審査請求 市長
下水道使用料の額の変更を求
めるもの（令和４年４～６月
分）

R4.7.25 審査中

千葉県 千葉市
第231条の3

第5項
審査請求 市長

生活保護法第26条に基づく保
護の停止に伴う返還金につい
ての督促処分の取消しを求め
るもの

R4.9.20 R4.11.8 却下
補正を命じたが、期限内
に補正をしなかったも
の。

計 1団体 申立て 1件

計 2団体 申立て 2件

提訴有り  0件

提訴有り  0件

計 4団体 申立て 4件 提訴有り  0件



要旨
提訴の内容 備考

申  立
年月日

裁 決 又 は
決 定 年 月
日

裁決又は決定の結果
都道府県名 市区町村名 該当条項 申立ての種類 不服申立先 不服申立ての要旨

千葉県 船橋市
第244条の4

第1項
審査請求 市長

駐車場定期駐車使用許可が否
決されたことに対して不服が
ある。

R5.2.22 審査中

却下 1件
棄却 0件
処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

東京都 文京区
第229条
第1項

審査請求 区長
放置自転車の撤去手数料の徴
収処分の取消しを求める。

R5.3.7 審査中

東京都 江東区
第229条
第1項

審査請求 区長

江東区長が令和３年２月５日
付で審査請求人に対して行っ
た行政財産使用許可に伴う使
用料の徴収に関する処分の取
消しを求める。

R3.5.6 R4.3.29 棄却

行政財産の使用料につい
ては条例等に基づき適切
な算定がなされており、
また、当該使用料は減免
の対象外である。

東京都 江東区
第229条
第1項

審査請求 区長

江東区長が令和３年８月１７
日付で審査請求人の子に対し
て行った自転車の撤去等に要
した費用の徴収に関する処分
の取消しを求める。

R3.8.20 R4.7.7 棄却

自転車の撤去前に被害届
を出すことは不可能でな
く、撤去手数料支払義務
を免れることができな
い。

東京都 大田区
第231条の3

第5項
審査請求 区長

生活保護法第63条に基づく返
還金に係る督促処分が不服で
ある。

R3.10.8 R4.8.1 棄却

本件処分は、地方自治法第
231条の３第１項の規定に基
づき適法になされたものであ
り、その他本件処分に固有の
違法又は不当な点は認められ
ない。

東京都 渋谷区
第206条
第1項

審査請求 区長
退職手当等の全部を支給しな
いこととする処分は取り消さ
れるべきである。

R3.10.25
審査手続きを
保留している

東京都 渋谷区
第231条の3

第5項
審査請求 区長

生活保護費の返還請求に係る
督促処分は取り消されるべき
である。

R4.3.7 R4.5.11 却下
審査請求期間を徒過して
いるため

東京都 渋谷区
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護費の徴収決定に係る
督促処分は取り消されるべき
である。

R5.2.20 審査中

東京都 豊島区
第231条の3

第5項
審査請求 区長

生活保護費の過支給額が発生し
た保護受給者に対して、当該過
支給額を返還するよう督促を
行ったところ、その督促に対し
て提起された審査請求。

R3.9.3 取下げ

東京都 板橋区
第229条
第1項

審査請求 区長
放置自転車撤去処分及び撤去
手数料徴収処分の取消しを求
める。

R4.7.7 審査中

東京都 武蔵野市
第229条
第1項

審査請求 市長
請求人が所有する自転車の撤
去・保管に係る手数料の徴収
処分の取消を求めるもの

R3.6.15 R3.12.27 棄却
本件処分に違法又は不当
な点は認められない。

計 4団体 申立て 4件 提訴有り  0件



要旨
提訴の内容 備考

申  立
年月日

裁 決 又 は
決 定 年 月
日

裁決又は決定の結果
都道府県名 市区町村名 該当条項 申立ての種類 不服申立先 不服申立ての要旨

東京都 三鷹市
第244条の4

第1項
審査請求 市長

公の施設の使用に関する一部
不承認の決定を取り消すとの
裁決を求める。

R4.9.2 R4.11.16 却下

本件処分が対象とする使
用申請日時を徒過してい
る等の理由から、審査請
求の利益があると認めら
れないため。

東京都 三鷹市
第244条の4

第1項
審査請求 市長

公の施設の使用に関する一部
不承認の決定を取り消すとの
裁決を求める

R4.12.22 R5.2.8 却下

本件処分が対象とする使
用申請日時を徒過してい
る等の理由から、審査請
求の利益があると認めら
れないため。

東京都 三鷹市
第244条の4

第1項
審査請求 市長

公の施設の使用に関する一部
不承認の決定を取り消すとの
裁決を求める

R4.12.22 R5.2.8 却下

本件処分が対象とする使
用申請日時を徒過してい
る等の理由から、審査請
求の利益があると認めら
れないため。

東京都 三鷹市
第244条の4

第1項
審査請求 市長

公の施設の使用に関する一部
不承認の決定を取り消すとの
裁決を求める。

R5.1.24 R5.3.20 却下

本件処分が対象とする使
用申請日時を徒過してい
る等の理由から、審査請
求の利益があると認めら
れないため。

東京都 三鷹市
第244条の4

第1項
審査請求 市長

公の施設の使用に関する一部
不承認の決定を取り消すとの
裁決を求める

R5.1.24 R5.3.27 却下

本件処分が対象とする使
用申請日時を徒過してい
る等の理由から、審査請
求の利益があると認めら
れないため。

東京都 西東京市
第244条の4

第1項
審査請求 市長

公の施設の利用承認の取消処
分に係る審査請求

R4.12.7 R5.2.9 却下

公の施設の利用承認の取消処
分について、仮に本件処分が
取り消されたとしても、審査
請求人に審査請求の利益があ
ると認められないことから却
下したもの

却下 7件
棄却 4件
処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

神奈川県 横浜市
第206条
第1項

審査請求 市長
前提となる懲戒免職処分は違
法であるから、退職手当全額
不支給処分は違法である。

R4.1.21 審査中

神奈川県 横浜市
第244条の4

第1項
審査請求 市長

市営住宅の入居者資格が限定
的すぎるため、市営住宅入居
者資格決定処分は違法であ
る。

R4.6.15 R5.3.1 棄却

本件処分は入居者資格の
定めに従って行われてお
り、違法又は不当な点は
ない。

神奈川県 横浜市
第206条
第1項

審査請求 市長

退職手当全額不支給処分に
は、事実誤認及び比例原則違
反等があるから、同処分は違
法である。

R5.3.22 審査中

神奈川県 川崎市
第231条の3

第5項
審査請求 市長

保育料督促処分を取り消すと
の裁決を求める。

R3.9.21 取下げ

計 16団体 申立て 16件 提訴有り  0件



要旨
提訴の内容 備考

申  立
年月日

裁 決 又 は
決 定 年 月
日

裁決又は決定の結果
都道府県名 市区町村名 該当条項 申立ての種類 不服申立先 不服申立ての要旨

神奈川県 川崎市
第231条の3

第5項
審査請求 市長

返還命令に関する督促処分を
取り消すとの裁決を求める。

R4.4.5 審査中

神奈川県 川崎市
第231条の3

第5項
審査請求 市長

返還命令に関する督促処分を
取り消すとの裁決を求める。

R4.4.5 審査中

神奈川県 川崎市
第231条の3

第5項
審査請求 市長

返還命令に関する督促処分を
取り消すとの裁決を求める。

R4.4.5 審査中

神奈川県 川崎市
第231条の3

第5項
審査請求 市長

返還命令に関する督促処分を
取り消すとの裁決を求める。

R4.4.5 審査中

神奈川県 川崎市
第206条
第1項

審査請求 市長
退職手当支給制限処分を取り
消すとの裁決を求める。

R4.6.2 審査中

神奈川県 川崎市
第231条の3

第5項
審査請求 市長

生活保護費返還金督促処分を
取り消すとの裁決を求める。

R4.6.20 審査中

神奈川県 川崎市
第231条の3

第5項
審査請求 市長

返還命令に関する督促処分を
取り消すとの裁決を求める。

R4.9.2 審査中

神奈川県 鎌倉市
第238条の7

第1項
審査請求 市長

行政財産（土地）目的外使用
許可の一部の取り消しを求め
るもの

R4.2.4 R4.10.17 却下

目的外使用許可に係る期
間が経過していることか
ら取消しの訴えの法的利
益は認められないため。

神奈川県 鎌倉市
第238条の7

第1項
審査請求 市長

行政財産（土地）目的外使用
許可の一部の取り消しを求め
るもの

R4.7.12 R5.3.20 却下
目的外使用許可の取消し
を求める不服申立人適格
が認められないため。

神奈川県 茅ヶ崎市
第244条の4

第1項
審査請求 市長

記者室の使用の許可が出され
ないことに対する不服

R4.9.19 R4.9.29 却下
使用を求めた日時を徒過
しており、法律上の利益
があると認められない

却下 3件
棄却 1件
処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

富山県 氷見市
第238条の7

第1項
審査請求 市長

市庁舎の行政財産目的外使用
の不許可処分及びその理由に
不服がある。

R3.9.15 取下げ

却下 0件
棄却 0件
処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

石川県 金沢市
第244条の4

第1項
審査請求 市長

公の施設の使用不承認処分に
不服があるため、同処分の取
消しを求める。

R3.12.17 取下げ

石川県 加賀市
第255条の2
第1項第2号

審査請求 市長
生活保護廃止決定処分の理由
に誤りがある。

R5.2.1 R5.3.15 却下

審査請求の宛先は加賀市
長ではなく石川県知事で
あり、不適法なため却下
する。

計 14団体 申立て 14件 提訴有り  0件

計 1団体 申立て 1件 提訴有り  0件



要旨
提訴の内容 備考

申  立
年月日

裁 決 又 は
決 定 年 月
日

裁決又は決定の結果
都道府県名 市区町村名 該当条項 申立ての種類 不服申立先 不服申立ての要旨

石川県 加賀市
第255条の2
第1項第2号

審査請求 市長

生活保護決定処分に係る支給金
額が法に準じておらず、これに
対する処分庁の担当職員の説明
が不明瞭であり、事務処理の怠
慢、遅延がある。

R5.2.1 R5.3.15 却下

審査請求の宛先は加賀市
長ではなく石川県知事で
あり、不適法なため却下
する。

却下 2件
棄却 0件
処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

福井県 坂井市
第231条の3

第5項
審査請求 市長

市県民税、国民健康保険税の
滞納に係る差押処分の取消し
を求めるもの

R5.2.1 審査中

却下 0件
棄却 0件
処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

山梨県 山梨市
第231条の3

第5項
審査請求 市長

地方税法等の滞納に基づく差
押処分の方法に対する不服

R4.10.1 審査中

却下 0件
棄却 0件
処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

長野県 茅野市
第229条
第1項

審査請求 市長
令和３年２月24日付け下水道
使用料の賦課処分を取り消
す。

R3.5.19 R3.12.21 処分取消
審査請求に係る処分を取
り消す。

却下 0件
棄却 0件
処分取消 1件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

岐阜県 岐阜市
第229条
第1項

審査請求 市長
建物（アパート）に対する下
水料金徴収処分に不服があ
る。

R4.7.13 審査中

岐阜県 岐阜市
第231条の3

第5項
審査請求 市長

生活保護法63条の返還金に係
る督促処分に不服がある。

R4.7.26 R5.5.8 却下
処分庁が当該督促処分を
取り消し、審査請求の利
益がないため

却下 1件
棄却 0件
処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

静岡県 静岡市
第206条
第1項

審査請求 市長
退職手当の全部を支給しない
こととする処分の一部の取消
しを求めたもの

R4.2.1 審査中

静岡県 浜松市
第229条
第1項

審査請求 市長
下水道使用料の減免を認めな
かった決定には違法な点があ
る。

R4.9.15 R5.3.27 棄却
下水道使用料の減免を認め
なかった決定について不当
又は違法な点はない。

計 3団体 申立て 3件 提訴有り  0件

計 1団体 申立て 1件

計 1団体 申立て 1件 提訴有り  0件

提訴有り  0件

計 2団体 申立て 2件

計 1団体 申立て 1件 提訴有り  0件

提訴有り  0件



要旨
提訴の内容 備考

申  立
年月日

裁 決 又 は
決 定 年 月
日

裁決又は決定の結果
都道府県名 市区町村名 該当条項 申立ての種類 不服申立先 不服申立ての要旨

静岡県 沼津市
第229条
第1項

審査請求 市長
下水道使用料賦課決定処分を
取り消すべきである。

R4.2.19 R4.8.5 棄却

本件処分に違法又は不当な
点は認められず、本件審査
請求には請求の理由がない
ことから、審査請求を棄却
するとの裁決を行うもの。

静岡県 伊東市
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
河川占用許可申請に係る不許
可処分取消請求

R3.5.9 R3.5.28 却下

コルゲート管等新設のため伊
東市長に対し、占用許可申請
書を提出し、伊東市長が受理
したのち、審査請求人に対
し、不許可処分をしたことに
対し、審査請求人が当該不許
可処分の取消しを求めて提起
したもの。本件処分を取り消
す旨の判決（東京高裁
R3.4.21判決）を受け、本件
処分の法的効果は消滅したこ
とから処分取り消しを求める
法的利益が存在せず不適法で
あることから却下。

R3.12.27 出訴
静岡地方裁判所

却下 1件
棄却 2件
処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

愛知県 豊田市
第229条
第1項

審査請求 市長
下水道受益者負担金減免申請
に係る不承認処分に対する審
査請求

R4.8.10 審査中

愛知県 豊田市
第231条の3

第5項
審査請求 市長

下水道受益者負担金の未納に
係る督促処分に対する審査請
求

R4.8.10 R5.2.24 取下げ

愛知県 豊田市
第231条の3

第5項
審査請求 市長

下水道受益者負担金の未納に
係る督促処分及び催告に対す
る審査請求

R4.10.7 R5.2.24 取下げ

愛知県 豊田市
第229条
第1項

審査請求 市長
下水道受益者負担金徴収猶予
申請に係る不承認処分に対す
る審査請求

R4.11.9 R5.2.24 取下げ

愛知県 西尾市
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事

職員が新型コロナウイルスの不存
在の事実を知りながら不正な職務
（感染症対策事務）を継続してい
るため、感染症対策事務のすべて
を中止する求めをしたが、公正中
立な職務遂行を行わなかったこと
による職務違反

R3.5.17 R3.6.7 却下

本申出書は、西尾市行政手続
条例第３４条の２に規定する
行政指導の中止等の求めとは
認められないことから、行審
法第３条における不作為に係
る審査請求を行う要件を具備
しておらず不適法である

愛知県 田原市
第231条の3

第5項
審査請求 市長

国民健康保険税の平成14年か
らの過誤納金の返還を求め
る。

R3.12.14 取下げ

却下 1件
棄却 0件
処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

計 6団体 申立て 6件

計 4団体 申立て 4件 提訴有り  1件

提訴有り  0件



要旨
提訴の内容 備考

申  立
年月日

裁 決 又 は
決 定 年 月
日

裁決又は決定の結果
都道府県名 市区町村名 該当条項 申立ての種類 不服申立先 不服申立ての要旨

滋賀県 大津市
第229条
第1項

審査請求 市長
下水道使用料徴収処分の取消
しを求める。

R3.6.15 R3.12.1 棄却

下水道の使用料の算出過
程に不合理な点等はな
く、本件処分に違法又は
不当な点はない。

却下 0件
棄却 1件
処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

京都府 城陽市
第231条の3

第5項
審査請求 市長

城陽市長が行った固定資産税
の課税処分及び督促処分が無
効である。（納付方法を納付
書によるものとする課税処分
は無効である。）

R3.7.2 R4.3.18 棄却
納付方法を納付書による
ものとする課税処分に瑕
疵は認められない。

却下 0件
棄却 1件
処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

大阪府 大阪市
第231条の3

第5項
審査請求 市長

生活保護法第78条に基づく徴
収金決定に係る督促処分に不
服がある。

R4.5.31 審査中

大阪府 大阪市
第244条の4

第1項
審査請求 市長

大阪市港湾施設条例第13条に
基づく使用許可の取消処分に
不服がある。

R4.6.10 取下げ

大阪府 大阪市
第231条の3

第5項
審査請求 市長

生活保護法第78条に基づく徴
収金決定に係る督促処分に不
服がある。

R4.11.27 審査中

大阪府 堺市
第238条の7

第1項
審査請求 市長

行政財産目的外使用不許可決
定は違法であるため取り消
し、使用申請に対し許可する
よう求める。

R4.6.20 R4.12.21 棄却
原処分に違法又は不当な
点はなく、審査請求には
理由がない。

R5.2.2 出訴
大阪地方裁判所

大阪府 岸和田市
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
児童手当の支給事由消滅処分
の取消し

R3.4.14 審査中

大阪府 豊中市
第231条の3

第5項
審査請求 市長

徴収権の時効が成立してお
り、滞納処分は違法である。

R3.7.15 R4.1.28 却下

債権の取立及び配当によ
り、処分の法的効果は目
的を達して消滅してい
る。

R4.2.9　出訴
R4.11.24　大阪地裁判決
「一部却下、一部棄却」
R4.12.2　控訴
R5.5.11　 大阪高裁判決
「一部却下、一部棄却」

大阪府 池田市
第74条の2

第4項
異議の申出

選挙管理
委員会

生年月日の一部を誤記してい
るとして無効とされた署名に
は有効と認められるものがあ
る。

R4.6.22 R4.6.28 処分取消

選挙人名簿に登録されてい
る者の署名であることが他
の記載事項により確認し得
るから申出は正当と認め有
効とする。

大阪府 池田市
第74条の2

第4項
異議の申出

選挙管理
委員会

署名年月日を欠いたものとし
て無効とされた署名には有効
と認められるものがある。

R4.6.22 R4.6.28 処分取消

前後の署名の記載から署
名年月日を確認し得るか
ら申出は正当と認め有効
とする。

計 1団体 申立て 1件

計 1団体 申立て 1件 提訴有り  0件

提訴有り  0件



要旨
提訴の内容 備考

申  立
年月日

裁 決 又 は
決 定 年 月
日

裁決又は決定の結果
都道府県名 市区町村名 該当条項 申立ての種類 不服申立先 不服申立ての要旨

大阪府 吹田市
第74条の2

第4項
異議の申出

選挙管理
委員会

署名の効力に対する無効の決
定を取り消し、有効の決定を
求める。

R4.6.29 R4.7.7 処分取消
原決定を取り消し、申出
人の申出に係る署名を有
効と決定する。

大阪府 枚方市
第231条の3

第5項
審査請求 市長

差し押さえは不当であり処分
の取り消しを求める。

R3.6.2 R4.6.8 却下

審査請求がなされた時点
において、差押処分が解
除されており、対象処分
が不存在。

大阪府 枚方市
第231条の3

第5項
審査請求 市長

差し押さえは不当であり処分
の取り消しを求める。

R3.12.28 R4.12.15 棄却
差押処分に違法、不当な点
はなく、審査請求人の主張
はいずれも理由がない。

大阪府 枚方市
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護変更決定処分に関す
る不服申立。

R3.6.22 審査中

大阪府 枚方市
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護変更決定処分に関す
る不服申立。

R3.10.12 審査中

大阪府 枚方市
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護変更決定処分に関す
る不服申立。

R3.9.29 取下げ

大阪府 枚方市
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護変更決定処分に関す
る不服申立。

R4.5.19 審査中

大阪府 枚方市
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
生活保護変更決定処分に関す
る不服申立。

R4.6.14 審査中

却下 2件
棄却 2件
処分取消 3件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

兵庫県 姫路市
第231条の3

第5項
審査請求 市長

督促状に、処分を行った理由
が明記されていない

R4.7.13 R5.2.6 却下
督促処分が取り消された
ため

兵庫県 姫路市
第231条の3

第5項
審査請求 市長

督促処分の前提となる取消処
分及び効力の停止処分につい
て審査請求書を提出し、現在
審理中である

R4.11.14 審査中

兵庫県 西宮市
第244条の4

第1項
審査請求 市長

西宮市立留守家庭児童育成セ
ンターへの入所拒否処分の取
消しを求めるもの

R5.2.14 取下げ

兵庫県 加古川市
第231条の3

第5項
審査請求 市長

介護給付費及び障害児通所給
付費に係る返還金の督促処分
を取り消すとの裁決を求め
る。

R4.7.13 R5.3.16 棄却

督促処分の前提となる取消処
分等の有効性は督促処分に影
響を与えないこと、督促処分
の理由付記は適法になされて
いることから、審査請求人の
主張に理由がない。

兵庫県 高砂市
第231条の3

第5項
審査請求 市長

障害児通所給付費等及び介護給
付費等の不正利得返還請求に係
る処分通知に法的根拠の記載を
欠いている。

R4.10.5 R5.1.11 却下
行政処分の取り消しによ
る却下裁決

却下 2件
棄却 1件
処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

計 5団体 申立て 5件

計 16団体 申立て 16件 提訴有り  2件

提訴有り  0件



要旨
提訴の内容 備考

申  立
年月日

裁 決 又 は
決 定 年 月
日

裁決又は決定の結果
都道府県名 市区町村名 該当条項 申立ての種類 不服申立先 不服申立ての要旨

奈良県 奈良市
第229条
第2項

審査請求 市長
水道料金・下水道使用料納入
通知処分の取消しを求める。

R3.4.8 R3.10.18 却下
審査請求権の濫用として
不適法である。

奈良県 奈良市
第229条
第2項

審査請求 市長
水道料金・下水道使用料納入
通知処分の取消しを求める。

R3.4.20 R3.10.18 却下
審査請求権の濫用として
不適法である。

奈良県 奈良市
第229条
第2項

審査請求 市長
下水道使用料支払猶予申請不
承認分の取消しを求める。

R3.4.20 R3.10.18 却下
審査請求権の濫用として
不適法である。

奈良県 奈良市
第229条
第2項

審査請求 市長
水道料金・下水道使用料督促
処分の取消しを求める。

R3.5.14 R3.10.18 却下
審査請求権の濫用として
不適法である。

奈良県 奈良市
第229条
第2項

審査請求 市長
水道料金・下水道使用料納入
通知処分の取消しを求める。

R3.5.14 R3.10.18 却下
審査請求権の濫用として
不適法である。

奈良県 奈良市
第229条
第2項

審査請求 市長
水道料金支払猶予申請不承認
処分の取消しを求める。

R3.5.14 R3.10.18 却下
審査請求権の濫用として
不適法である。

奈良県 奈良市
第229条
第2項

審査請求 市長
水道料金・下水道使用料督促
処分の取消しを求める。

R3.6.9 R3.10.18 却下
審査請求権の濫用として
不適法である。

奈良県 奈良市
第229条
第2項

審査請求 市長
下水道使用料免除等申請不承
認処分の取消しを求める。

R3.6.24 R3.10.18 却下
審査請求権の濫用として
不適法である。

奈良県 奈良市
第229条
第2項

審査請求 市長
水道料金・下水道使用料納入
通知処分の取消しを求める。

R3.6.24 R3.10.18 却下
審査請求権の濫用として
不適法である。

奈良県 奈良市
第229条
第2項

審査請求 市長
水道料金・下水道使用料督促
処分の取消しを求める。

R3.6.24 R3.10.18 却下
審査請求権の濫用として
不適法である。

奈良県 奈良市
第229条
第2項

審査請求 市長
水道料金支払猶予申請不承認
処分の取消しを求める。

R3.6.24 R3.10.18 却下
審査請求権の濫用として
不適法である。

奈良県 奈良市
第229条
第2項

審査請求 市長
下水道使用料支払猶予申請不
承認処分の取消しを求める。

R3.6.24 R3.10.18 却下
審査請求権の濫用として
不適法である。

奈良県 奈良市
第229条
第2項

審査請求 市長
下水道使用料支払猶予申請不
承認処分の取消しを求める。

R3.10.6 R4.2.7 却下
審査請求権の濫用として
不適法である。

奈良県 奈良市
第229条
第2項

審査請求 市長
下水道使用料支払猶予申請不
承認処分の取消しを求める。

R3.12.8 R4.2.7 却下
審査請求権の濫用として
不適法である。

奈良県 奈良市
第229条
第2項

審査請求 市長
水道料金支払猶予申請不承認
処分の取消しを求める。

R3.12.8 R4.2.7 却下
審査請求権の濫用として
不適法である。

奈良県 奈良市
第229条
第2項

審査請求 市長
水道料金支払猶予申請不承認
処分の取消しを求める。

R4.1.12 R4.2.7 却下
審査請求権の濫用として
不適法である。

奈良県 奈良市
第229条
第2項

審査請求 市長
下水道使用料支払猶予申請不
承認処分の取消しを求める。

R4.1.12 R4.2.7 却下
審査請求権の濫用として
不適法である。

奈良県 大和郡山市
第244条の4

第2項
審査請求 市長

事業所入所保留とする旨の処
分の取消。

R5.3.3 取下げ

却下 17件
棄却 0件
処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

計 18団体 申立て 18件 提訴有り  0件



要旨
提訴の内容 備考

申  立
年月日

裁 決 又 は
決 定 年 月
日

裁決又は決定の結果
都道府県名 市区町村名 該当条項 申立ての種類 不服申立先 不服申立ての要旨

岡山県 倉敷市
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
市長が審査請求人に対して
行った児童手当額改定処分の
取消しを求める

R4.1.10 審査中

岡山県 倉敷市
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
市長が審査請求人に対して
行った児童手当認定処分の取
消しを求める

R4.3.3 審査中

岡山県 早島町
第229条
第1項

審査請求 町長
保育料（延長料）督促処分の
取消しを求める。

R4.8.8 R4.9.26 却下

R4.9.6付で処分庁は本件
行為を取り消したため、
本件審査請求の対象とな
る行為は存在しない。

却下 1件
棄却 0件
処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

広島県 呉市
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
呉市長が審査請求人に対して
行った特別児童扶養手当認定
請求却下処分

R3.4.6 取下げ

広島県 呉市
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
呉市長が審査請求人に対して
行った特別児童扶養手当認定
請求却下処分

R3.8.20 R4.8.23 棄却

○診断書記載の日常生活能力
の程度は，実際とは異なると
の申立に対し，診断書作成医
が児童の障害状況を確認・作
成したもので，実態とは異な
るとの主張は失当である。
○児童の障害程度は，認定基
準(日常生活での著しい制限
を受ける程度等）とまでは認
められず，障害非該当との判
断は妥当である。
○診断書記載以外の内容も含
めて，障害程度の判断を見直
すべきとの申立に対し，障害
認定は診断書に基づいて審査
するもので，当該内容に基づ
く判定は，違法または不当で
はない。
○以上から，非該当との判断
は妥当であり，審査請求人は
受給資格を有しないため，棄
却が示された。

広島県 尾道市
第229条
第1項

審査請求 市長
下水道使用料賦課決定処分の
うち、基本料金を超える部分
の取消し

R3.7.19 R4.1.20 却下
変更の賦課決定処分を行
い、審査請求をする法律上
の利益がなくなったため

却下 1件
棄却 0件
処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

山口県 周南市
第244条の4

第1項
審査請求 市長

公の施設の利用停止処分の取
消しを求める。

R3.8.21 R3.12.24 棄却
本件処分の不当・違法性
は認められない。

却下 0件
棄却 1件
処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

計 3団体 申立て 3件 提訴有り  0件

計 1団体 申立て 1件

計 1団体 申立て 1件 提訴有り  0件

提訴有り  0件



要旨
提訴の内容 備考

申  立
年月日

裁 決 又 は
決 定 年 月
日

裁決又は決定の結果
都道府県名 市区町村名 該当条項 申立ての種類 不服申立先 不服申立ての要旨

徳島県 徳島市
第255条の2
第1項第2号

審査請求 知事
特別障害者手当認定請求却下
に関する処分の取り消し

R3.8.12 取下げ

却下 0件
棄却 0件
処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

福岡県 福岡市
第206条
第1項

審査請求 市長
退職手当支給制限（退職手当
等の全部不支給）処分を取り
消すとの裁決を求める。

R4.11.10 審査中

福岡県 福岡市
第229条
第1項

審査請求 市長
放置自転車の移動及び保管に
要した費用の徴収の取消しを
求める。

R3.11.5 R4.5.13 却下
本件処分は既に取り消され
ており取消しを求める法律
上の利益は失われている。

福岡県 嘉麻市
第244条の4

第1項
審査請求 市長

指定管理者候補者選定に関す
る処分

R4.11.8 審査中

福岡県 嘉麻市
第244条の4

第1項
審査請求 市長

指定管理者候補者選定に関す
る処分

R4.12.7 審査中

福岡県 嘉麻市
第244条の4

第1項
審査請求 市長

指定管理者候補者として選定
しない旨の処分

R5.2.27 審査中

福岡県 那珂川市
第231条の3

第5項
審査請求 市長

給与等を全額差し押さえるこ
とは不当である。

R5.2.2 取下げ

却下 1件
棄却 0件
処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

熊本県 熊本市
第206条
第1項

審査請求 市長
退職手当の支給制限処分につ
いて、その取消しを求めるも
の

R5.2.27 審査中

却下 0件
棄却 0件
処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

鹿児島県 鹿児島市
第231条の3

第5項
審査請求 市長

下水道使用料の徴収に関する
督促処分の取消しを求める

R4.1.18 R4.7.1 処分取消
既に時効消滅した債権に
係る督促処分を取消す

一部のみ処分
取消、その余
の請求は棄却

却下 0件
棄却 0件
処分取消 1件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

沖縄県 浦添市
第244条の4

第2項
審査請求 市長

施設利用拒否処分は違法な処
分であるため取り消しを求め
る。

R4.7.22 R5.1.31 却下
法律上の利益が存在して
いると認められないた
め。

提訴有り  0件

計 6団体 申立て 6件

計 1団体 申立て 1件

提訴有り  0件

計 1団体 申立て 1件 提訴有り  0件

計 1団体 申立て 1件 提訴有り  0件



要旨
提訴の内容 備考

申  立
年月日

裁 決 又 は
決 定 年 月
日

裁決又は決定の結果
都道府県名 市区町村名 該当条項 申立ての種類 不服申立先 不服申立ての要旨

沖縄県 浦添市
第244条の4

第2項
審査請求 市長

施設利用拒否処分は違法な処
分であるため取り消しを求め
る。

R5.1.18 R5.2.8 却下
処分が取り消されたこと
から、不服申立人適格を
有しないため。

沖縄県 うるま市
第238条の7

第2項
審査請求 市長

行政財産の使用の不許可処分
は違法である。

R3.9.7 R4.7.27 却下
申請書記載の使用期間が
徒過していることから、
法律上の利益がない。

第238条の7
第4項により
議会に報告

沖縄県 うるま市
第238条の7

第2項
審査請求 市長

行政財産の使用の不許可処分
は違法である。

R3.12.22 R4.7.27 却下
審査請求人が違法と主張
する不許可処分に処分性
が認められない。

第238条の7
第4項により
議会に報告

却下 4件
棄却 0件
処分取消 0件
行為撤廃 0件
変更命令 0件

却下 46件

棄却 18件

処分取消 5件

行為撤廃 0件

変更命令 0件

提訴有り  0件

提訴有り  3件申立て合計 126団体

計 4団体 申立て 4件
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